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第１章　計画策定の趣旨

１　計画の背景

　国は，平成１４年１２月に「障害者基本計画」を策定し，「障害の有無にかかわらず，
国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会」の実現をめざして障害者福
祉施策の基本的方針が示されました。
　平成１６年度には，障害者基本法第９条による「障害者のための施策に関する基本的
な計画」の策定を義務づけるなど「障害者基本法」の改正を行っています。
　さらに，平成１６年度には「発達障害者支援法」の制定，平成１７年１１月に「障害者自
立支援法」が制定され，障害者福祉施策は抜本的に改革されました。
　平成１８年４月（一部は平成１８年１０月）から施行されました「障害者自立支援法」は，
障がいのある人ができるだけ自立した生活が送れるように支援し，すべての人が住み
慣れた地域で安心して暮らせる社会の実現を目指すことを目標に，平成１５年度から導
入された「支援費制度」の対象ではなかった精神障がい者を含め，「障害の種別にか
かわらず福祉サービスが利用できる仕組みの一元化」，「障害のある人々に，一元的な
サービスを提供」，「サービスを利用する人々の利用量と所得に応じた負担と，国と地
方自治体による財源の確保」，「就労支援の強化」，「支給決定の仕組みの透明化，明確
化」を柱としております。

２　計画の目的

　この計画は，障害者自立支援法第８８条による当村の「障害福祉計画」で，厚生労働
大臣「基本指針」（法第８７条）に即して，「障害福祉サービス，相談支援及び地域生活
支援事業の提供体制に関する計画」として位置づけるものです。本計画は，東海村の
障害福祉施策の方向性を明らかにし，障害福祉サービス量の見込み及び提供体制等に
関する目標を定めることを目的とします。

３　計画の考え方

　「東海村第４次総合計画」（とうかい２１世紀プラン）の基本目標のひとつである＜｢出
会い・ふれあい・支えあい」を実現する福祉まちづくり＞に基づき，「東海村地域福
祉計画」や｢東海村地域福祉活動計画（社会福祉協議会）｣など，障害福祉に関わる関連
計画との調和を保って定めるものです。
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地域社会における
福祉意識の高揚

１　障がい者に対する理解
　　と認識を高めます！

保健・医療・福祉の
ネットワークづくり

地域福祉活動の拠点づくり

在宅福祉と施設の連携強化

ボランティア活動の推進と
社会福祉協議会の強化

福祉教育の充実

福祉サービスの充実と
即応できる基盤体制の強化

・在宅福祉サービスの充実 
・施設福祉サービスの充実 
・地域福祉サービスの充実 
・福祉施設との連携強化

福祉ニーズの把握と
情報提供の充実 

・各種相談窓口の連携強化
・民生委員・児童委員等の活動
の充実

・関係団体活動の充実

２　障がい者ももっと発
信・情報発信します！

３　教育面での取り組みを
　　強化します！

４　障がい者の家族を応援
　　します！

５　施設の充実を目指し
　　ます！

６　障がい者の社会参加を
　　進めます！

７　バリアフリーを
　　考えます！

８　相談・見守り活動を
　　進めます！

９　障がい者の知識や経験を地
域づくりに生かします！

障
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に
す
る
た
め
に
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域

とうかい２１世紀プラン 東海村地域福祉計画

４　計画の期間

　本計画は，障害者自立支援法により平成２３年度までに新サービス体系へ移行するこ
とを念頭に置きながら，平成１８年度から平成２０年度までを第１期計画期間とし，平成
２１年度から平成２３年度までを第２期計画期間としています。第１期計画は，第２期計
画の終了年度である平成２３年度を目標において数値目標等を設定しています。

平成２３年度平成２２年度平成２１年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度

後　期　基　本　計　画
と う か い
２１世紀プラン

平成１６年度～
東海村地域
福 祉 計 画
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第２期計画
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������������������
������������������

第１期計画
東海村障害
福 祉 計 画

とうかい２１世紀プラン（東海村第４次総合計画　２００１－２０１０）
基本目標　＜「出会い・ふれあい・支えあい」を実現する福祉のまちづくり＞
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５　計画策定の体制

　この計画は，障がい者及びその保護者，学識経験者，民生委員・児童委員，福祉関
係団体・福祉サービス提供団体等で構成する「東海村障害福祉計画策定委員会」を設
置し，障害福祉の現状の把握及び今後の方向性を検討・協議しました。
　計画策定後，「（仮称）計画推進委員会」を設置し，進捗状況の評価を行うなど，こ
の計画内容の確実な推進を図ります。

６　計画の公表

　この計画は，障害者自立支援法の規定により，茨城県知事に提出するとともに，村
のホームページなどで公表します。

７　障害者自立支援法のポイント

　「障害者自立支援法」の主なポイントは，「障害者が地域で安心して暮らせる社会の
実現」を目標にしています。

①　障害の種別（身体障害・知的障害・精神障害）にかかわらず，障害のある
人々が必要とするサービスを利用できるよう，サービスを利用するための仕組
みを一元化し，施設・事業を再編

②　障害のある人々に，身近な市町村が責任をもって一元的にサービスの提供

③　サービスを利用する人々もサービスの利用量と所得に応じた負担を行うとと
もに，国と地方自治体が責任をもって費用負担を行うことをルール化して財源
を確保し，必要なサービスを計画的に充実

④　就労支援を抜本的に強化

⑤　支給決定の仕組みを透明化，明確化

障害のある人々の自立を支えます。

�
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支援 

東　海　村 

茨　城　県 

自立支援給付 

地域生活支援事業 

●居宅介護（ホームヘルプ） 

●重度補装具訪問介護 

●行動援護 

●重度障害者等包括支援 

●児童デイサービス 

●療養介護 

●生活介護 

●施設入所支援 

●共同生活介護 

●相談支援 
　（関係機関との連絡調整・権利擁護） 
●コミュニケーション支援 
　（手話通訳派遣等） 
●日常生活用具の給付又は貸与 
●移動支援 

専門性の高い相談支援 広域的な対応が必要な事業 人材育成　等 

●地域活動支援センター 
　（創作的活動，生産活動の機会提供，社会との交流促進等） 
●福祉ホーム 
●居住支援 
●その他日常生活又は社会生活支援 

介護給付 
●自立訓練 
●就労移行支援 
●就労継続支援（Ａ型，Ｂ型） 
●共同生活援助（クループホーム） 

訓練等給付 

●（旧）更生医療 
●（旧）育成医療※ 
●（旧）精神通院公費※ 
　※実施主体は都道府県 

補装具の支給 

自立支援医療 
障害者 
・児 

８　自立支援システムの全体像

　障害者自立支援法による，総合的な自立支援システムの全体像は自立支援給付と地
域生活支援事業で構成されています。

９　福祉サービスの体系

　サービスは，個々の障がいのある人々の障害程度や勘案すべき事項（社会活動や介
護者，居住等の状況）をふまえ，個別に支給決定が行われる「自立支援給付」と市町
村の創意工夫により，利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援
事業」に大別されます。
　｢自立支援給付｣は，介護の支援を受ける場合には「介護給付」，訓練等の支援を受け
る場合は「訓練等給付」，「自立支援医療」，「補装具の支給」に位置づけられ，それぞ
れ，利用の際のプロセスが異なります。
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〈福祉サービスに係る自立支援給付の体系〉

ホームヘルプ
（身・知・児・精）

居
宅
サ
ー
ビ
ス

デイサービス
（身・知・児・精）

ショートステイ
（身・知・児・精）

グループホーム
（知・精）

重度心身障害児施設
（児）

施

設

サ

ー

ビ

ス

療護施設
（身）

更生施設
（身・知）

授産施設
（身・知・精）

福祉工場
（身・知・精）

通勤寮
（知）

福祉ホーム
（身・知・精）

生活訓練施設
（精）

介

護

給

付

自宅で，入浴，排せつ，食事の介護等を行
います居宅介護（ホームヘルプ）

重度の肢体不自由者で常に介護を必要と
する人に，入浴，排せつ，食事の介護，外
出時における移動支援などを総合的に行
います

重度訪問介護

自己判断能力が制限されている人が行動
するときに，危険を回避するために必要な
支援，外出支援を行います

行動援護

介護の必要がとても高い人に，居宅介護等
複数のサービスを包括的に行います重度障害者等包括支援

障がい児に，日常生活における基本的な動
作の指導，集団生活への適応訓練等を行い
ます

児童デイサービス

自宅で介護する人が病気の場合などに，短
期間，夜間も含め施設で，入浴，排せつ，
食事等の介護等を行います

短期入所
（ショートステイ）

医療と常時介護を必要とする人に，医療機
関で機能訓練，療養上の管理，看護，介護
及び日常生活の世話を行います

療養介護

常に介護を必要とする人に，昼間，入浴，
排せつ，食事の介護等を行うとともに，創
作的活動又は生産活動の機会を提供しま
す

生活介護

施設に入所する人に，夜間や休日，入浴，
排せつ，食事の介護等を行います

障害者支援施設での夜間
ケア等（施設入所支援）

夜間や休日，共同生活を行う住居で，入
浴，排せつ，食事の介護等を行います

共同生活援助
（ケアホーム）

訓

練

等

給

付

自立した日常生活又は社会生活ができる
よう，一定期間，身体機能又は生活能力の
向上のために必要な訓練を行います

自立訓練
（機能訓練・生活訓練）

一般企業等への就労を希望する人に，一定
期間，就労に必要な知識及び能力の向上の
ために必要な訓練を行います

就労移行支援

一般企業等での就労が困難な人に，働く場
を提供するとともに，知識及び能力の向上
のために必要な訓練を行います

就労継続支援
（A型　雇用型，B型　非
雇用型）

夜間や休日，共同生活を行う住居で，相談
や日常生活の援助を行います

共同生活援助
（グループホーム）

地
域
生
活
支
援
事
業

円滑に外出できるよう，移動を支援します移動支援

創作活動又は生産活動の機会の提供，社会
との交流等を行う施設です地域活動支援センター

住居を必要としている人に，低額な料金
で，居室等を提供するとともに，日常生活
に必要な支援を行います

福祉ホーム

現行サービス 新 サ ー ビ ス

�

注：身は身体障がい者
　　知は知的障がい者
　　精は精神障がい者
　　児は障がい児
　　を示す
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〈日中活動と住まいの場の組み合わせ〉

　入所施設のサービスは，施設の生活から地域の暮らしへの転換を図るため，昼の
サービス（日中活動事業）と夜のサービス（居住支援事業）の組み合わせを選択でき
ます。
　施設系サービスは，今後５年間で新体系サービスに移行します。

　日中活動の場
　　以下から１ないし複数の事業を選択

療養介護（医療型）

生活介護（福祉型）

自立訓練（機能訓練・生活訓練）

就労移行支援

就労継続支援（A型・B型）

地域活動支援センター（地域生活支援事業）

障害者支援施設の施設入所支援

　住まいの場

居住支援
（ケアホーム，グループホーム，福祉ホームの機能）

　　又は

�
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第２章　障害福祉の現況

１　障がい者の推移

　本村の身体障がい者，知的障がい者，精神障がい者は，平成１８年度で１，１４２人です。
このうち身体障がい者が７９．３％を占め，次に知的障がい者が１３．２％，精神障がい者が
７．５％の順となっております。
　平成１５年度からの４年間の推移を見ると，身体障がい者は１６人，知的障がい者は９
人，精神障がい者は４８人増加しております。
　障害別では，身体・知的障がい者の増減の割合は少なく，精神障がい者の割合が増
加傾向にあります。

　手帳所持者数

平成１８年度平成１７年度平成１６年度平成１５年度区　　分

５５８５４７５５１５５４肢 体 不 自 由 者

身　
　
　
　

体

５８６０６２６０視 覚 障 害 者

７４７８８０８０聴 覚 障 害 者

１０１０８７音声・言語障害者

２０６２０８１８９１８９内 部 障 害 者

９０６９０３８９０８９０計

１５１１５２１４６１４２知 的 障 害 者

８５７１４８３７精 神 障 害 者

１，１４２１，１２６１，０８４１，０６９合　　計

精神障がい者 
7.5％ 

身体障がい者 
79.3％ 

知的障がい者 
13.2％ 

〈障がい者の手帳交付状況〉

 （単位：人）
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２　障がい者の状況

（１）身体障がい者の状況
　平成１８年度（平成１９年２月２０日現在）の身体障害者手帳の障害別交付は，肢体不自
由が６１．６％と最も多く，ついで内部障害２２．７％で，全体の約８４％を占めております。
ついで聴覚障害８．２％，視覚障害６．４％，言語障害１．１％の順となっております。平成１５
年度からの４年間の増加数は，肢体が４人の増，内部が１７人の増，聴覚が６人の減，
視覚が２人の減，音声・言語が３人の増で，合計で１６人の増となっております

身体障がい者の障害別年度別の手帳交付状況

備　考
平 成 １５ 年 度

区　　　分
計６級５級４級３級２級１級

５５４１５６４８６７２１３４１８３肢 体 不 自 由 者
６０４５４６１８２３視 覚 障 害 者
８０１７１８１１３７６聴 覚 障 害 者
７２５音声・言語障害者
１８９３６３２１１２０内 部 障 害 者
８９０３６７０１３６１２６１９０３３２計

備　考
平 成 １６ 年 度

区　　　分
計６級５級４級３級２級１級

５５１１８６５８６７４１３３１７５肢 体 不 自 由 者
６２４６４７１７２４視 覚 障 害 者
８０１９１６１１３７６聴 覚 障 害 者
８２６音声・言語障害者
１８９３７２５１１２６内 部 障 害 者
８９０４１７２１３５１２３１８８３３１計

備　考
平 成 １７ 年 度

区　　　分
計６級５級４級３級２級１級

５４７２０６１８７７２１３１１７６肢 体 不 自 由 者
６０３６３８１７２３視 覚 障 害 者
７８２０２６９３５６聴 覚 障 害 者
１０３７音声・言語障害者
２０８３８２９２１３９内 部 障 害 者
９０３４３６９１３７１２５１８５３４４計

備　考
平 成 １８ 年 度

区　　　分
計６級５級４級３級２級１級

５５８２１６３９５７５１２６１７８肢 体 不 自 由 者
５８３６３７１６２３視 覚 障 害 者
７４１９２６９３２６聴 覚 障 害 者
１０３７音声・言語障害者
２０６４１２８２１３５内 部 障 害 者
９０６４３７１１４８１２６１７６３４２計

（単位：人）



－９－

内部障害 
22.7％ 

肢体不自由 
61.6％ 

言語障害 
1.1％ 

視覚障害 
6.4％ 

聴覚障害 
8.2％ 

〈身体障がい者の障害別交付状況（平成１８年度）〉

6級 
4.8％ 

1級 
37.8％ 

5級 
7.8％ 

3級 
13.9％ 

4級 
16.3％ 

2級 
19.4％ 

〈身体障がい者の等級別割合（平成１８年度）〉
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（２）知的障がい者（児）の状況
　知的障がい者は平成１８年度（平成１９年２月２０日現在）で１５１人です。Ｂが最も多く
３４．４％，Ａが３３．８％，Ｃが１６．６％，◯Ａ が１５．２％の順となっており，平成１５年度からの
４年間で１０名の増となっております。

知的障がい者の級別年度別交付状況

平成１８年度平成１７年度平成１６年度平成１５年度
区分

児者児者児者児者

７１６７１６７１６６１６◯Ａ 

１５３６１６３８１７３７１５３７Ａ

１４３８１４３８１２３６１３３５Ｂ

１０１５９１４８１３８１２Ｃ

４６１０５４６１０６４４１０２４２１００計

１５１１５２１４６１４２合計

 
15.2％ 
◯ 

Ｂ 
34.4％ 

Ｃ 
16.6％ 

Ａ 
33.8％ 

Ａ 

〈療育手帳の交付状況（平成１８年度）〉

（３）精神障がい者の状況
　精神障害者保健福祉手帳の交付数は，平成１８年度（平成１９年２月現在）で８５名です。
級別では，２級が４１．２％，３級が３７．６％，１級が２１．２％の割合となっており，約３年
間で４８名の増となっております。
　自立支援医療（通院医療費）受給者につきましては，平成１８年度（平成１９年２月現
在）で２３２人，平成１５年度からの４年間で７２人と大きな増となっております。

（単位：人）
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精神障害者保健福祉手帳の級別年度別交付状況

合　計３　級２　級１　級区　　分

３７人９人１８人１０人平成１５年度

４８人１５人２１人１２人平成１６年度

７１人２５人３０人１６人平成１７年度

８５人３２人３５人１８人平成１８年度

 （単位：人）

自立支援医療（通院医療費）受給者数
 （単位：人）

受給者数区　　分

１６０人平成１５年度

１７２人平成１６年度

１９４人平成１７年度

２３２人平成１８年度

1級 
21.2％ 

3級 
37.6％ 

2級 
41.2％ 

〈精神障害者保健福祉手帳の級別交付状況（平成１８年度）〉
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精神障害者保健福祉手帳の級別年度別交付状況

１級 ２級 ３級 

（人） 

（等級） 

35

平成15年度 
平成16年度 
平成17年度 
平成18年度 

30

25

20

15

10

5

0

18

32

25

15

9

35

30

21

18
16

12
10

自立支援医療受給者数（通院医療費受給者）の推移

平成15 平成16 平成17 平成18

（人） 

（年度） 

250

200

150

100

50

0

160
172

194194

232



－１３－

精神障がい者の通所施設

通 所 者 数施 設 名施 設 種 別

６名ふわり （ひたちなか市）

地域活動支援センターⅠ型 ３名KUINA （ひたちなか市）

２名ライトハウス （水戸市）

１名ハートケア （ひたちなか市）授産施設

１名ふきのとう （日立市）

作業所
２名ふれあい （ひたちなか市）

１名ゆきわりそう （水戸市）

１名ウッドハウス （水戸市）

１７名合　　　　　計

３　障害福祉サービスの概況と利用状況

（１）在宅福祉サービス
①　居宅サービス
　�　ホームヘルプ

　ヘルパーを派遣し，自宅で入浴，排せつ，食事の介護など，自宅での生活全般
にわたる介護サービスを行います。

居宅サービス利用状況（年間）

平成１８年度平成１７年度平成１６年度平成１５年度区分

　６１７時間７人１，１０２時間６人８６８時間７人８６４時間８人身体

３３６時間２人５９６時間２人４２４時間１人４１５時間１人知的

時間　人４１時間１人時間　人時間　人児童

時間　人４０時間１人４４時間１人時間　人精神

９５３時間９人１，７７９時間１０人１，３３６時間９人１，２７９時間９人合計

※平成１８年度分については，１２月分までの実績です。

 　（単位：人，時間）
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　�　デイサービス
在宅の障がい者が通所して，創作的活動や機能訓練などを行います。

デイサービス利用状況（年間）

　�　グループホーム
障がい者が世話人の援助を受け，共同で生活します。

グループホーム利用状況（年間）

平成１８年度平成１７年度平成１６年度平成１５年度区分

　人７ヶ月１人　人　人精神

　人７ヶ月１人　人　人合計

　�　短期入所（ショートステイ）
　自宅で介護を行う人が病気の場合などに，短期の入所による入浴，排せつ，食
事の介護などを行います。

短期入所（ショートステイ）の利用状況（年間）

平成１８年度平成１７年度平成１６年度平成１５年度区分

１４０日４人３０５日４人３１４日４人１８５日１人身体

１，７７２日２０人３，４７４日１９人３，５２９日２０人日　人知的

１２６日１０人９９日４人２０日２人５５日１人児童

２，０３８日３４人３，８７８日２７人３，８６３日２６人２４０日２人合計

※平成１８年度分は，平成１８年４月から平成１８年９月分までの６か月分です。
※平成１８年４月より，身体・知的デイサービスは，障害者自立支援法での「障害者デイサー
ビス」を行い，１０月から新体系サービスの生活介護や地域生活支援事業の「経過的デイ
サービス」に移行しました。

平成１８年度平成１７年度平成１６年度平成１５年度区分

１１５日２人１４７日２人２４１日３人１９２日２人身体

３０４日４人３９７日５人３６５日５人３００日４人知的

２３日６人１８日４人２日１人５２日３人児童

日人３１日２人１６日１人日　人精神

４４２日１２人５９３日１３人６２４日１０人５４４日９人合計

※平成１８年度分については，１２月分までの実績です。

　（単位：人，日）

　（単位：人，月）

　（単位：人，日）
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　�　補装具の給付・修理
　身体に障がいのある人に対し，身体上の障がいを補うための装具を交付し，又
は修理をします。

身体障がい者（児）補装具交付及び修理

平成１７年度平成１６年度平成１５年度
区　　分

合　計修　理交　付合　計修　理交　付合　計修　理交　付

３２７件１６件３１１件２９９件２０件２７９件２１５件７件２０８件利用件数身体障
がい者 ６，３８２，９４９円６６５，９０４円５，６６３，０４５円４，８２３，６３０円６９３，５５３円４，１３０，０７７円２，９６３，５９２円２２６，０２１円２，７３７，５７１円金　額

８件３件５件９件件９件１７件２件１５件利用件数身体障
がい児 ６３３，９４１円５０，２６０円５８３，６８１円７１６，９１０円円７１６，９１０円１，３８４，５１４円３１，４１０円１，３５３，１０４円金　額

３３５件１９件３１６件３０８件２０件２８８件２３２件９件２２３件利用件数
合　計

６，９６２，８９０円６３３，９４１円６，３２８，９４９円５，５４０，５４０円６９３，５５３円４，８４６，９８７円４，３４８，１０６円２５７，４３１円４，０９０，６７５円金　額

平成１７年度平成１６年度平成１５年度
区　　　分

給　　　付給　　　付給　　　付

２３件９件１４件利用件数
身体障がい者

２，１１６，３３３円５００，９６０円７４１，２５０円金　　額

１件１件件利用件数
身体障がい児

１９５，７５０円２，８１０円円金　　額

２４件１０件１４件利用件数
合　　　　計

２，３１２，０８３円５０３，７７０円７４１，２５０円金　　額

　�　日常生活用具の給付
　重度障がい者（児）の日常生活に必要な用具を支給します。

重度身体障がい者（児）日常生活用具の給付
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コミュニケーション支援・手話通訳者の派遣状況

　�　コミュ二ケーション支援・手話通訳者の派遣（県事業）
　公的機関や学校及び病院などに出かける時に派遣します。

合計その他選挙生活スポーツ職業司法研修教育会議医療

１３１８４平成１５年度

１４９５平成１６年度

２０２１１０６１平成１７年度

１６１９２４３年間の平均

７１２１３県 の 平 均

　�　訪問入浴サービス
　重度の肢体不自由等により居宅において単身では入浴が困難な方に，移動入浴
車を派遣して入浴サービスを提供します。

訪問入浴サービス利用状況

②　施設サービス

施設サービスの利用状況
　身体障がい者の施設サービス利用状況

平成１８年度平成１７年度平成１６年度平成１５年度区　　　分

２人２人２人２人視覚更生施設

入所

１人１人更 生 施 設

６人６人５人４人療 護 施 設

４人３人３人３人授 産 施 設

１２人１２人１１人９人計

１人授 産 施 設
通所

１人計

１３人１２人１１人９人合　　　計

平成１８年度平成１７年度平成１６年度平成１５年度区分

８２回１人８２回１人９５回２人１３５回４人身体

８２回１人８２回１人９５回２人１３５回４人合計

※平成１８年度分については，平成１９年１月分までの実績です。

 （単位：件）

（単位：人，回）

（単位：人）
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知的障がい者の施設サービス利用状況

平成１８年度平成１７年度平成１６年度平成１５年度区　　　分

２７人２７人１９人１８人更 生 施 設

入所 １人１人１人２人授 産 施 設

２８人２８人２０人２０人計

１人１人８人７人授 産 施 設
通所

１人１人８人７人計

２９人２９人２８人２７人合　　　計

精神障がい者の施設サービス利用状況

平成１８年度平成１７年度平成１６年度平成１５年度区　　　分

１１人１２人１３人８人
地 域 生 活
支援センター

通所
１人１人１人１人授 産 施 設

５人５人４人６人共同作業所

１７人１８人１８人１５人合　　　計

※平成１８年度は，平成１９年２月現在で，その他の年度は，年度末現在です。

（単位：人）

（単位：人）
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４　障がい者支援施設の整備状況

　平成１８年１０月現在，村内の障がい者支援施設の整備状況は下表のとおりです。

障害者支援施設の整備状況

備　考定　員開設年サービスの種類施設名及び事業所名

１１９人昭和４４年重度心身障害児施設
独立行政法人国立病院機構
茨城東病院

３０人昭和５９年知的障害者更生施設
社会福祉法人愛信会
幸の実園

５０人平成１１年知的障害者更生施設
社会福祉法人愛信会
第二幸の実園

４人平成１５年グループホーム
社会福祉法人愛信会
栄光寮

４人平成１５年グループホーム
社会福祉法人愛信会
頌栄寮

４人平成１７年グループホーム
社会福祉法人愛信会
捜真寮

４人平成１７年グループホーム
社会福祉法人愛信会
雅歌寮

７０人平成１６年
児童デイサービス
経過的デイサービス

東海村総合福祉センター
障害者センター

１０人平成１６年
地域活動支援セン
ターⅢ型

特定非営利活動法人（NPO）
ドリームたんぽぽ

定員なし平成１８年小規模作業所

特定非営利活動法人（NPO）
東海村障がい者地域生活
自立支援ネットワーク
「まつぼっくり」
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第３章　障害福祉計画の理念・施策の体系

１　計画の基本的な指針

　この計画は，障がい者の自立と社会参加を基本とする障害者基本法の理念を踏まえ
つつ，次に掲げる点に配慮して，障害福祉計画を策定します。

（１）障がい者の自己決定と自己選択の尊重
　ノーマライゼーションの理念の下，障害の種別，程度を問わず，障がい者が自ら
その居住する場所を選択し，その必要とする障害福祉サービスその他の支援をうけ
つつ，障がい者の自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として，障害福祉
サービスの提供・基盤の整備を進めます。

（２）市町村を基本とする仕組みへの統一と三障害の制度の一元化
　障害福祉サービスに関し，市町村を基本とする仕組みに統一するとともに，従来，
身体障がい者，知的障がい者，精神障がい者と障害種別ごとに分かれていた制度を
一元化することにより，立ち後れている精神障がい者などに対するサービスの充実
を図り，都道府県の適切な支援等を通じて地域間で大きな格差のあるサービス水準
の均てん化を図ります。

（３）地域生活移行や就労支援等の課題に対応したサービス基盤の整備
　障がい者の自立の観点から，地域生活移行や就労支援といった新たな課題に対応
したサービス提供基盤を整えるとともに，障がい者の生活を地域全体で支えるシス
テムを実現するため，身近な地域におけるサービス拠点づくり，NPO等によるイン
フォ－マルサービスの提供など，地域の社会資源を最大限に活用し，基盤整備を進
めます。

２　障害福祉サービスの基盤整備の基本的な考え方

（１）全国どこでも必要な訪問系サービスを保障
　立ち後れている精神障がい者などに対する訪問系サービスの充実を図り，全国ど
こでも必要な訪問系サービスを保障します。

（２）希望する障害者に日中活動サービスを保障
　小規模作業所利用者の法定サービスへの移行等を推進することにより，希望する
障がい者に適切な日中活動サービスを保障します。

（３）グループホーム等の充実を図り，施設入所・入院から地域生活への移行を推進
　地域における居住の場としてのグループホーム・ケアホームの充実を図るともに，
自立訓練事業等の推進により，施設入所・入院から地域生活への移行を進めます。
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（４）福祉施設から一般就労への移行等を推進
　就労移行支援事業等の推進により，福祉施設から一般就労への移行を進めるとと
もに，福祉施設における雇用の場を拡大します。

３　就労関係の目標

　障害福祉計画における「平成２３年度中に，福祉施設から一般就労に移行する者を現
在の４倍以上とする」数値目標の達成に向けて，県の労働担当部局及び県の労働基準
局と連携し，数値目標を設定します。

（１）就労移行支援事業の利用者数の目標の設定
　平成２３年度までに，現在の福祉施設利用者のうち２割以上の者が就労移行支援事
業を利用することを目指します。

（２）ハローワーク経由による福祉施設利用者の就職件数
　福祉施設から一般就労への移行を希望するすべての者がハローワークの支援を受
けて就職できるよう，就労移行支援事業者等とハローワークの連携を促すなどの体
制づくりを行います。

（３）障害者委託訓練事業
　委託訓練について，福祉施設利用者に対する年間実施計画数を設定し，福祉施設
から一般就労への移行する者の３割が障害者委託訓練を受講することを目指しま
す。

（４）障害者試行雇用（トライアル雇用）事業
　福祉施設から一般就労に移行する者の５割がトライアル雇用の開始者となること
を目指します。

（５）職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援
　福祉施設から一般就労に移行する者の５割がジョブコーチの支援を受けられるよ
うにすることを目指します。このため，県の労働担当部局においても，障害保健福
祉担当部局とも連携し，ジョブコーチの計画的な養成を図ります。

（６）障害者就業・生活支援センター
　福祉施設から一般就労に移行するすべての者が，障害者就業・生活支援センター
による支援をうけることができるようにすることを目指します。このため，全国す
べての障害福祉圏域に１ヶ所ずつ当該センターを設置することを目指します。
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第４章　障害福祉サービス等の見込量

１　サービス量の見込みにあたって

　障害福祉サービス量の見込にあって，「基本指針」は，次の３項目をもとに，平成
２３年度を目標年度とした数値目標を設定することとしています。

１）現在施設入所者数の１割が地域生活への移行をめざし，目標年度末時点での入所
者数を現時点の入所者数から７％以上削減します。

２）平成２４年度までに「退院可能精神障害者」の解消をめざします。（地域での住居
等条件が整備されれば退院可能とされる人で，全国では約７万人と推計されます。）

３）平成２３年度中に障害者施設から一般就労へ移行する人を現在の４倍以上とし，こ
れにあわせて，現在の障害者施設利用者の２割が就労移行支援事業を利用するとと
もに，就労継続支援利用者の３割はA型（雇用契約を結ぶ型）を目指します。

２　施設入所者の地域生活への移行数見込み

　厚生労働大臣「基本指針」を踏まえて，厚生労働省の「サービス見込量シート」を
参考にし，現在の障がい者施設入所者，退院可能精神障がい者の平成２３年度までの地
域生活への移行数を次のとおり見込みます。

（１）障がい者施設入所者の地域生活への移行

考 え 方数値目標項　　　　目

平成１８年４月現在
（平成１９年４月で１名入所予定）

３９人現 入 所 者 数　Ａ

平成２３年度末入所者数３７人目標年度入所者数　Ｂ

差し引き移行見込み数３人目標値（移行見込Ａ－Ｂ）

※平成１８年４月末現在，施設入所者数は合計３９人です。平成２３年度末までに，３（７．７％）人
が地域生活へ移行するものと見込，入所者数は３７人と見込ます。

（２）入院中精神障害者の地域生活への移行

考 え 方数値目標項　　　　目

平成１７年１０月１日現在１７人退院可能精神障がい者数

平成２３年度末までの移行目標数１２人目 標 値　 　 移 行 見 込

※平成１７年１０月１日現在，退院可能精神障がい者数は１７人です。（茨城県調べ）。平成２３年
度までに，１２人（７０．６％）が地域生活移行するものと見込みます。
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（３）障がい者施設から一般就労への移行

考 え 方数値目標項　　　　目

平成２３年度末までに施設を退所して一般就労す
る人の見込数

４人目 標 値　一般就労見込

※平成２３年度末までに，障がい者施設を退所して一般就労をする人を４人と見込みます。

３　障害福祉サービス量等の見込み

　（以下の見込量については暫定値であり，今後の検討により変更がありえます）

　サービスは，個々の障がいのある人々の障害程度や勘案すべき事項（社会活動や介
護者，居住等の状況）をふまえ，個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と，
利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に分かれます。
　「障害福祉サービス」は，介護の支援を受ける場合には「介護給付」，訓練等の支援
を受ける場合は，「訓練等給付」に位置づけられます。
　また，入所施設のサービスを，昼のサービス（日中活動事業）と夜のサービス（居
住支援事業）に分けることにより，サービスの組み合わせを選択できます。

障害福祉サービスの見込量
　障害福祉計画（新体系サービス見込量）

２３年度２０年度１９年度１８年度単　位

８０２７５７７４２１３０時間時間分

居 宅 介 護
重 度 訪 問 介 護
行 動 援 護
重度障害者包括支援

９２４４８４２６４２０人日分人日分生 活 介 護
１８１２１２０人日分自立訓練（機能訓練）
３００３００３４２０人日分自立訓練（生活訓練）
４４２２２２０人日分就 労 移 行 支 援
６６４４４４０人日分就労継続支援（Ａ型）
１５４０００人日分就労継続支援（Ｂ型）
００００人　分療 養 介 護
４８４０３２１６人日分人日分児童デイサービス
７２６０５８４６人日分人日分短 期 入 所
８８４０人　分共 同 生 活 援 助
４０００人　分共 同 生 活 介 護
３７４０４０３９人　分施 設 入 所 支 援
４２１０人　分相 談 支 援

※個別の単位については
　「時間分」…月間のサービス提供時間
　「人日分」…「月間の利用人員」×「一人一月あたりの平均利用日数」で算出されるサービス量
　「人分」……月間の利用人数
※平成１８年度は，１０月分の実績，平成１９年度以降は今後の状況を考慮して推計しております。
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（１）訪問系サービスの充実
　障がいのある人の地域移行を進めることにより，訪問系サービスの利用者が増加す
るに従って，サービス供給の必要量が増加することが予想されます。
　過去のホームヘルプサービスの利用実績及びこれからの利用量を見込んでサービス
量を見込んでおります。

� 居宅介護（ホームヘルプサービス）

介護給付給 付 の 種 類

障がい者利 用 者

障がい者に自宅で入浴，排せつ又は食事の介護，その他の日常生活上
の介護等を行います。

サービス内容

平成２３年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度
サービス見込量

８０２時間／月７５７時間／月７４２時間／月１３０時間／月

� 行動援護

介護給付給 付 の 種 類

知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者
であって，常時介護を有する者。
障害程度区分が区分３以上であって，障害程度区分の認定調査項目の
うち行動関連項目（１１項目）等の合計点数が１０点以上である者。

利 用 者

自己判断能力が制限されている人が行動するときに，危険を回避する
ために必要な支援，外出支援を行います。

サービス内容

平成２３年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度
サービス見込量

＜居宅介護と一括してのサービス見込量です＞

� 重度訪問介護

介護給付給 付 の 種 類

重度の肢体不自由者であって，常時介護を要する障がい者。
障害程度区分が区分４以上であって，次のいずれにも該当する者。
・二肢以上に麻痺があること。
・障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」　「移乗」　「排尿」　
「排便」のいずれも「できる」以外と認定されていること。

利 用 者

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に，自宅で，入浴，排せ
つ，食事の介護，外出時における移動支援などを総合的に行います。

サービス内容

平成２３年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度
サービス見込量

＜居宅介護と一括してのサービス見込量です＞
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� 重度障害者等包括支援

介護給付給 付 の 種 類

常時介護を有する障がい者であって，その介護の必要の程度が著しく
高い者。
障害程度区分が区分６以上該当する者うち，意思疎通に著しい困難を
有する者であって，次に掲げる者。
①　重度訪問介護の対象であって，四肢すべてに麻痺があり，寝たき
り状態にある障害者のうち，下記のいずれかに該当する者。
・気管切開を伴う人口呼吸器による呼吸管理を行っている身体障が
い者
・最重度知的障がい者
②　障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目（１１項目）等の
合計点数が１５点以上である者。

利 用 者

介護の必要性がとても高い人に，居宅介護等複数のサービスを包括的
に行います。

サービス内容

平成２３年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度
サービス見込量

＜居宅介護と一括してのサービス見込量です＞

（２）日中活動系サービス
　旧法施設の利用者を基礎として，入所・通所施設からの地域移行に伴う新体系サー
ビスへの移行予定及び新たなサービス利用者を見込んでいます。
　障害者センターでおこなっていた｢経過的デイサービス｣は，生活介護・自立訓練の
サービスに移行するため，大幅な増となっております。

� 生活介護

介護給付給 付 の 種 類

地域や施設入所において，安定した生活を営むため，常時介護等の支
援が必要な者
・障害程度区分３（施設に入所する場合は区分４）以上である者
・年齢が５０歳以上の場合は，障害程度区分２（施設へ入所する場合
は区分３）以上である者

利 用 者

常に介護を必要とする者に，昼間，入浴，排せつ，食事の介護等を行
うとともに，創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

サービス内容

平成２３年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度
サービス見込量

９２４人日分４８４人日分２６４人日分２０人日分

※「人日分」＝「月間の利用人員」×「一人一月あたりの平均利用日数」
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� 自立訓練（機能訓練）

訓練等給付給 付 の 種 類

地域生活を営む上で，身体機能，生活能力の維持・向上等のため，一
定の支援が必要な身体障がい者

利 用 者

理学療法や作業療法等の身体的リハビリテーションや，日常生活上の
相談支援等を行います。
利用者ごとに，標準期間（１８ヶ月）内で利用期間を設定します。

サービス内容

平成２３年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度
サービス見込量

１８人日分１２人日分１２人日分人日分

� 就労移行支援

訓練等給付給 付 の 種 類

一般就労等を希望し，知識・能力の向上，実習，職場探し等を通じ，
適性に合った職場への就労等が見込まれる者（６５歳未満のもの）

利 用 者

一般就労等への移行に向けて，事業所内や企業における実習，適性に
合った職場を探し，就労後の職場定着のための支援等を行います。
利用者ごとに，標準期間（２４ヶ月）内で利用期間を設定します。

サービス内容

平成２３年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度
サービス見込量

６６人日分４４人日分４４人日分人日分

� 自立訓練（生活訓練）

訓練等給付給 付 の 種 類

地域生活を営む上で，身体機能，生活能力の維持・向上等のため，一
定の支援が必要な知的障がい者・精神障がい者

利 用 者

日常生活を営む上で身体機能や生活能力の向上のために，必要な訓練
や相談支援を行います。
利用者ごとに，標準期間（２４ヶ月）内で利用期間を設定します。

サービス内容

平成２３年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度
サービス見込量

３００人日分３００人日分３４２人日分人日分
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� 就労継続支援（Ａ型）

訓練等給付給 付 の 種 類

就労機会の提供を通じ，生産活動にかかる知識及び能力の向上を図る
ことにより，雇用契約に基づく就労が可能な者（利用開始時，６５歳未
満の者）

利 用 者

通所により，雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに，一般
就労に必要な知識，能力が高まった者ついて，一般就労への移行に向
けて支援を行います。
一定の範囲内で障がい者以外の雇用が可能。
利用期間の制限はありません。

サービス内容

平成２３年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度
サービス見込量

６６人日分４４人日分４４人日分人日分

� 療養介護

介護給付給 付 の 種 類

病院等への長期入院による医療的ケアに加え，常時の介護を必要とす
る者。
・筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者等気管切開を伴う人口呼吸器に
よる呼吸管理を行っているものであって，障害程度区分６の者。
・筋ジストロフィー患者又は重度心身障害者であって，障害程度区
分５の者。

利 用 者

病院等への長期入院による医学的管理の下，食事や入浴，排せつ等の
介護や，日常生活上の相談支援等を提供します。
利用期間の制限はありません。

サービス内容

平成２３年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度
サービス見込量

人日分人日分人日分人日分

� 就労継続支援（Ｂ型）

訓練等給付給 付 の 種 類

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用契約に結びつかな
い者や，一定年齢に達している者などであって，就労の機会等を通じ，
生産活動にかかる知識及び能力の向上の維持が期待される者。

利 用 者

通所により，就労や生産活動の機会を提供（雇用契約は結ばない）す
るとともに，一般就労に必要な知識，能力が高まった者は，一般就労等
への移行に向けて支援を行います。
平均工賃が工賃控除程度の水準（月額３，０００円程度）を上回ることを事
業者指定の要件とします。
利用期間の制限はありません。

サービス内容

平成２３年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度
サービス見込量

１５４人日分人日分人日分人日分
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� 児童デイサービス

介護給付給 付 の 種 類

療育の観点から個別療育，集団療育を行う必要が認められる児童。
就学前児童を原則とするが，小学生から１８歳未満の児童も可とする。
（年齢要件なし）

利 用 者

療育目標を設定した個別プログラムの策定及び評価。
指導員等による児童への個別指導を１日に一定時間以上行います。
個別プログラムに沿った集団療育を行います。
保健，医療，教育も含めた支援システムを構築するため，関係機関と連
携を図ります。

サービス内容

平成２３年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度
サービス見込量

４８人日分４０人日分３２人日分１６人日分

� 短期入所（ショートステイ）

介護給付給 付 の 種 類

障がい者利 用 者

自宅で介護する者が病気などの場合に，短期間，夜間も含め施設で，入
浴，排せつ，食事等の介護等を行います。

サービス内容

平成２３年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度
サービス見込量

７８人日分６０人日分５８人日分４６人日分

（３）居住系サービス
　施設に入所や入院をしている障がいのある人のうち，地域での生活を望む人につい
ては，グループホームやケアホーム，または福祉ホーム等の居住の場の整備を進める
必要があります。
　村内には，社会福祉法人が運営しているグループホームが４箇所ありますが，施設
から地域への移行が進むよう，利用者の伸びや運営方法等について検討を行う必要が
あります。

�－１ 共同生活援助（グループホーム）

訓練等給付給 付 の 種 類

障がい者利 用 者

共同生活援助
夜間や休日，共同生活を行う住居で，相談や日常生活上の援助を行います。

サービス内容

平成２３年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度
サービス見込量

８人日分８人日分４人日分人日分
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�－２ 共同生活介護（ケアホーム）

介護給付給 付 の 種 類

障がい者利 用 者

共同生活介護
夜間や休日，共同生活を行う住居で，入浴，排せつ，食事の介護等を
行います。

サービス内容

平成２３年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度
サービス見込量

４人日分人日分人日分人日分

� 施設入所支援（障害者支援施設での夜間ケア等）

介護給付給 付 の 種 類

障害程度区分４以上である者
年齢が５０歳以上の場合は，障害程度区分３以上である者

利 用 者

施設に入所する者に，夜間や休日，入浴，排せつ，食事の介護等を行
います。

サービス内容

平成２３年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度
サービス見込量

３７人日分４０人日分４０人日分３９人日分

� 自立支援医療

自立支援医療（更生医療）給 付 の 種 類

身体障がい者利 用 者

障がいを軽減・除去して，その日常生活能力，又は職業能力を増進さ
せることを目的とする医療について，医療費の助成が受けられます。
支給申請・決定
　精神・育成医療：茨城県，更生医療：市町村

サービス内容

平成２３年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度
サービス見込量

２人１人１人１人

（４）補装具・自立支援医療
� 補装具費の支給

補装具費の支給給 付 の 種 類

身体障がい者利 用 者

補装具を必要とする身体障がい者に対し補装具費（購入費用及び修理
費用）を支給します。

サービス内容

平成２３年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度
サービス見込量

３００件２８１件２５６件２３３件
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（５）地域生活支援事業でのサービス
� 相談支援

地域生活支援事業給 付 の 種 類

障がい児・者及び保護者，障がい者等の介護を行う家族など。利 用 者

相談支援専門員が障がい者の生活全般に関する総合的な相談，必要な
情報の提供及び権利擁護のための必要な援助を行います。
虐待の防止と早期発見のための関係機関との連絡・調整を行います。
特に計画的な支援を必要としている者を対象としたサービス利用の
あっせん・調整を行うためのサービス利用計画を作成します。
利用者の居宅を訪問し，面接によるアセスメントを実施します。
利用者の居宅を訪問するモニタリングを実施します。

サービス内容

平成２３年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度
サービス見込量

４人分２人分１人分人分

※地域自立支援協議会の実施見込箇所数　平成１９年度　１ヶ所予定

� 移動支援

地域生活支援事業給 付 の 種 類

障がい児・者であって，村が外出時に支援が必要と認めた者。利 用 者

屋外での移動に困難がある障がい者・児について，社会生活上必要不可
欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動の支援を
行います。

サービス内容

平成２３年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度
サービス見込量

１５人分９人分８人分７人分

� 地域活動支援センター

地域生活支援事業給 付 の 種 類

障がい者等利 用 者

利用者に対し，創作的活動，就労に向けた作業等の支援・提供，生産
活動の機会の提供等，地域の実情に応じた支援を行います。
地域活動支援センターⅢ型　NPO法人「ドリームたんぽぽ」
地域活動支援センター（小規模作業所）NPO法人「まつぼっくり」
地域活動支援センターⅠ型を，平成１９年度に（社）幸の園で開設を予定
しております。

サービス内容

平成２３年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度
サービス見込量

４５人分３６人分３５人分１４人
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� コミュニケーション支援

地域生活支援事業給 付 の 種 類

聴覚，言語機能，音声機能その他の障がいのため，意思疎通を図ること
に支障がある障がい者等

利 用 者

手話通訳者，要約筆記者を派遣する事業。
手話通訳者の設置事業など意思疎通を図ることに支障がある障がい者
等とその他の者の意思疎通を仲介します。

サービス内容

平成２３年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度
サービス見込量

２０人分１８人分１８人分１６人分

� 訪問入浴サービス

地域生活支援事業給 付 の 種 類

訪問入浴の利用を図らなければ入浴が困難な在宅の身体障がい者利 用 者

身体障がい者の居宅を訪問し，浴槽を提供して行われる入浴の介護を
行います。

サービス内容

平成２３年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度
サービス見込量

２人分１人分１人分１人分

� 日中一時支援事業

地域生活支援事業給 付 の 種 類

障がい者利 用 者

日中において介護するものがいないため，一時的に見守り等の支援が
必要な障がい者に対し，介護や日中活動の場を提供します。

サービス内容

平成２３年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度
サービス見込量

２５人分２４人分２３人分２１人分

� 日常生活用具の給付

地域生活支援事業給 付 の 種 類

重度の身体障がい者（児），知的障がい者（児），精神障がい者であっ
て，当該用具を必要とする者。

利 用 者

日常生活上の便宜を図るため，日常生活用具を給付又は貸与します。サービス内容

平成２３年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度
サービス見込量

１４０件１１０件１００件９０件
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� 訓練等給付事業

地域生活支援事業給 付 の 種 類

施設入所者利 用 者

昭和４３年６月２８日社更発第１４２号「身体障害者法による更生訓練費の支
給について」に基づき実施する事業です。

サービス内容

平成２３年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度
サービス見込量

３人分３人分３人分３人分

� 自動車免許取得・改造助成事業

地域生活支援事業給 付 の 種 類

身体障がい者利 用 者

自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成し
ます。

サービス内容

平成２３年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度
サービス見込量

４人分４人分４人分６人分
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東海村の障がい者施策について
≪雇用・就労の支援≫
　障がいのある人の働くことについてのニーズに対応して，雇用・就労の場を増やす
ことや，障がいの状況に応じて必要な訓練や指導の充実が求められています。特に障
がいのある子では学校教育終了後の就労の場の確保が社会参加につながる重要な機会
になります。
　このようなことから，村では村内２ヶ所の非営利法人（NPO）「ドリームたんぽぽ」，
「東海村障がい者地域生活自立支援ネットワークまつぼっくり」に地域活動支援セン
ター事業として，日常生活訓練，作業訓練や社会との交流を図る事業等を委託し，約
１５名の方が通所しております。
　今後の方向性としましては，NPO法人への支援や連携を通して，障害者自立支援法
による職業リハビリテーション（就業移行支援事業，就労継続支援事業）などの制度
に移行できるよう総合的な地域就労支援対策の充実を図ってまいります。

≪グループホーム・ケアホームの整備≫
　障害者自立支援法の主な目標の一つとして，障がい者の地域生活移行の推進が挙げ
られています。地域移行を円滑に推進するため，地域の理解を深めるとともに，グ
ループホーム・ケアホームの整備に向けて調査・検討を行ってまいります。

≪村独自の軽減策≫
　福祉サービス利用者の負担を軽減するため，所得にかかわらず，入所・通所にかか
わらず，利用者負担額の７割を村が助成するとともに食費の一部についても助成し，
利用者や保護者の負担を軽減します。

平成１９年度以降の事業について
・旧病院跡地で，相談支援事業，放課後対策事業・日中一時預かり事業，就労に向け
た訓練事業等を平成１９年度８月（予定）より実施します。
　１）相談支援事業

　さまざまな相談に応じ，情報の提供，助言，連絡調整，権利擁護のための必要
な援助を行ないます。

　２）日中一時預かり（レスパイト）事業
　入院，学校授業参観，冠婚葬祭などの緊急時に障がいのある児童・生徒を預か
ることで，家族が陥りやすいストレス，社会的孤立などを解消し，安心して生活
することができる地域づくりを目指します。
　【時間】　月曜日から金曜日までの午前９時から午後６時まで

　３）放課後対策事業
　養護学校に通学している児童・生徒及び村内小中学校に通学し，障がいがある
と思われる児童生徒を対象として，放課後や長期休暇期間に学童保育事業を行な
うことにより，家族の精神的負担の軽減や障がいを持った児童・生徒同士の学校
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外における交流を図ることを目的とします。
【時間】　平　　日　毎週月曜日から金曜日までの学校終了時から午後６時まで
　　　　長期休暇　毎週月曜日から金曜日までの午前９時から午後６時まで

　４）作業訓練事業
　障がい者を対象に，生産活動等を通して社会復帰や就労に向けた訓練等を行な
います。
【時間】　毎週月曜日から金曜日までの午前９時から午後４時まで

　５）デイケア事業
　精神障がい者を対象に，地域で生活していくために必要な社会生活技能訓練な
どの事業を行ないます。
【時間】　毎週月曜日から金曜日までの午前９時から午後４時まで

・障害者センターでの新事業について
　１）生活介護事業

　常時介護が必要な障がい者で，障害程度区分が３以上である者，又は年齢が５０歳
以上で，障害程度区分が２以上である者に対し，事業所（障害者センター）において，
（１）食事・入浴・排せつ等の介護，日常生活上の支援
（２）軽作業等の生産活動や創作活動の機会の提供
（３）（１）や（２）を通じた身体能力，日常生活能力の維持・向上を目的として，必
要な介護等を実施します。
　　【運営時間】　毎週月曜日から金曜日までの午前９時から午後４時まで

　２）自立訓練（生活訓練）事業
　地域生活を営む上で，生活能力の維持・向上等のため，支援が必要な障がい者
に対し，
（１）食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援
（２）日常生活上の相談支援，就労移行支援，就労継続支援事業所等のサービス
機関との連絡調整等の支援

（３）（１）や（２）を通じて，地域生活への移行，地域生活を営むための能力の向上
を目的として，サービス利用期間を限定し（２４ヶ月以内），事業所への通所，
利用者の自宅への訪問等により，必要な訓練を実施します。
　　【運営時間】　毎週月曜日から金曜日までの午前９時から午後４時まで

　３）児童デイサービス事業
　障がい児が日常生活における基本的動作を習得し，集団生活に適応することが
できるよう，当該障がい児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に
応じて適切な指導及び訓練を実施します。

　　　【運営時間】　火・金曜日は午前１０時から午後２時まで
　　　　　　　　　水曜日は午後１時３０分から午後４時まで（通園児を対象）
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・成年後見（人）制度の検討
　障害福祉サービスの利用等の観点から，成年後見制度の利用が有効と認められる知
的障がい者又は精神障がい者に対し，成年後見制度の利用を支援することにより，こ
れらの障がい者の権利擁護を図ることを目的とする事業です。

４　障害福祉計画策定委員，民生委員・児童委員の事項別委員会からの意見等

・居住系サービスとして，グループホーム・ケアホームの需要が多くなる現状である
ことから，需要等を勘案の上，障がいのある方が働きやすい，生活しやすい共同生
活の場の設置及び運営方法等の検討を行い，設置に向けて取り組んで欲しい。
・地域生活支援事業をおこなっている先進地を視察したい。
・障がい者の自立と社会参加を高める障害者就労支援相談所の事業を実施する。
・就労支援の促進を図るため，福祉工場や公的機関での清掃など，就労の場を確保し
て欲しい。
・重度の障がい者を支えるプロジェクトチームをつくるとともに，障がいの専門医を
おいて欲しい。
・精神障がい者に対して，住民の理解を得るような方策や，同じ障がいを持つ障がい
者及びその家族が気軽に話し合える場が必要です。
・現行の村独自の福祉サービスを現状維持していって欲しい。
・障がいを持っている方が，地域に出てくるような催しを開催し，地域とのつながり
をつくっていく。
・病院跡地で，専門職による相談や軽作業ができる場を作ったり，クラブ活動など交
流の場にして欲しい。

【社会福祉施設の今後の方向性】

幸の実園
　地域生活支援事業での｢地域活動支援センターⅠ型｣を平成１９年度の開設を計画して
おり，相談支援事業や作業所などの事業を行っていく予定でいる。

NPO法人「ドリームたんぽぽ」
　平成２３年度までに，１５名程度の利用人員を目標とし，就労継続支援事業（Ｂ型）へ
の移行を計画している。
　グループホームの事業を計画している。

NPO法人｢まつぼっくり｣
　就労移行支援・就労継続支援（Ｂ型）への移行を目指している
　地域活動支援事業の移動支援事業については，平成２３年度を目途におこなう。

※第１期計画では，社会福祉団体等の移行事業や人数については，考慮しておりま
せん。
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第５章　計画の推進体制

１　相談支援体制の整備・充実

　障害者相談支援事業は，地域の障がい者等（身体障がい者・知的障がい者・精神障
がい者・障がい児）の福祉に関する各般の問題につき，障がい者等，障がい児の保護
者又は障がい者等の介護をおこなうものからの相談に応じ，必要な情報の提供及び助
言等を行う事業です。
　村では，旧東海病院跡地において相談事業を平成１９年８月から行う予定でおりま
す。
　事業の具体的な内容は
　・福祉サービスの利用援助（情報提供・相談等）
　・社会資源を活用するための支援（各種支援施策に関する助言・指導等）
　・社会生活力を高めるための支援
　・権利の擁護のために必要な援助
　・専門機関の紹介
　・地域自立支援協議会の運営　等です。

（１）東海村自立支援協議会の設置・運営
　市町村が，相談支援事業をはじめとするシステムづくりに関し，中核的な役割を果
たす協議の場として設置します。
　１）主な構成メンバー

・相談支援事業者，福祉サービス事業者，保健・医療，学校，企業，高齢者介護
等の関係機関，障害当事者団体，権利擁護関係者，地域ケアに関する学識経験
者等

　２）主な機能
・福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立・公平性の確保
・困難事例への対応のあり方に関する協議・調整
・地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議
・その他（市町村障害福祉計画の作成・具体化に向けた協議など）
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助言 

自立支援協議会 

市町村（単独又は共同） 

都道府県 
自立支援 
協議会 

都道府県 

委託相談支援事業者 

地域に必要な専門的職員 

（市町村相談支援機能強化事業） 

相談支援事業者，福祉サービス事業者，保健・医療， 
学校，企業，権利擁護関係者，障害当事者団体　等 

社会福祉士，保健師，精神保健
福祉士等，市町村の相談支援
事業の機能を強化するために
必要と認められる者 

【Ａ市町村（又は圏域）】 

配置 

自立支援協議会 

委託相談支援事業者 

地域に必要な 
専門的職員 

（市町村相談支援機能強化事業） 

【Ｂ市町村（又は圏域）】 

市町村（単独又は共同） 

配置 

支援 

配置 

支援 

（都道府県相談支援体制整備事業） 

相談支援に関する広域的支援を 
行うアドバイザー 

ネットワーク構築， 
困難ケースへの助言等 

（２）中立・公平な制度の運営
　障害者自立支援法は，障がい者や障がい児の自立した日常生活や社会生活を可
能とするために，必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行うことを
目的としております。
　そのなかで，支給決定手続きの透明化・公平化を図る観点から，市町村がサー
ビスの種類や量などを決定するための判断材料の一つとして，障害福祉サービス
の必要性を明らかにするために障がい者の心身の状態を総合的に表す｢障害程度
区分｣が設けられるとともに，その判定等を中立・公平な立場で専門的な観点から
行うために，各市町村に市町村審査会が設置されました。

〈市町村相談支援機能強化事業及び都道府県相談支援体制整備事業（全体のイメージ）〉

〈東海村自立支援協議会（イメージ）〉

自立支援協議会の主な機能 
・困難事例への対応のあり方関する協議，調整 
・関係機関によるネットワークの構築 
・地域の社会資源の開発，改善 
・就労支援に必要な体制の整備　等 

東海村自立支援協議会 

福祉サービス事業者 

保健・医療関係 

当 事 者  
養護学校 

相談支援事業者 

教育委員会 

ハローワーク 
地元企業 
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〈申請の手順〉

介護給付 ①　申　　請 

②　障害程度区分認定調査 

医師意見書 

③　一次判定（コンピュータ判定） 

④　市町村審査会（二次判定） 

⑤　障害程度区分の認定 

⑥　　サービス利用意向聴取 

⑦　支給決定案の作成 
 

⑧　支給決定 
 

⑨　サービス利用 

市町村長へ判定結果を通知 

申請者に認定結果通知 

市町村審査会の意見聴取 
 

申請者に支給決定通知 

※訓練等給付は，一次判定のみです。

２　計画の推進体制

　障害福祉計画（第１期計画）ができたことに伴い，平成１９年度以降はその計画の進
行状況や評価などを行い，平成２０年度に策定する第２期計画に反映させる必要性があ
ることから，障害福祉計画策定委員を推進委員として今後とも活動する体制に整えて
いく。
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第６章　参考資料

１　東海村障害福祉計画策定委員会設置要綱

（設　置）
第１条　障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第８８条第１項の規定に基づき，東
海村障害福祉計画（以下「障害福祉計画」という。）を策定するため，東海村障害福
祉計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事務）
第２条　委員会は，次に掲げる事項について協議及び検討を行うものとする。
（１）障害福祉計画の策定に関すること。
（２）障害福祉計画の推進及び評価に関すること。

（組　織）
第３条　委員会は，委員１５名以内をもって組織し，次に掲げる者のうちから村長が委
嘱し，又は任命する。
　（１）障がい者及びその保護者 ３名以内
　（２）学識経験者 ３名以内
　（３）民生委員・児童委員 ３名以内
　（４）障がい福祉関係者 ４名以内
　（５）東海村社会福祉協議会職員 ２名以内

（委員長及び副委員長）
第４条　委員会に，委員長及び副委員長各１名を置き，委員の互選によりこれを定め
る。
２　委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。
３　副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは，
その職務を代理する。

（委員の任期）
第５条　委員の任期は，３年とし，再任を妨げない。ただし，その職により委嘱され，
又は任命された委員の任期は，その職にある期間とする。
２　委員が欠けた場合における補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。

（会議等）
第６条　委員会の会議は，必要に応じて委員長が招集し，議長となる。
２　委員会の会議は，委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
３　委員会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決
するところによる。
４　委員会は，必要に応じて委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことができる。
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（庶務）
第７条　委員会の庶務は，社会福祉課において処理する。

（補則）
第８条　この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が
委員会に諮って定める。

　　　附　則
　この告示は，平成１８年４月１日から施行する。

２　東海村障害福祉計画策定委員会名簿

備　考役　　　　　　職氏　　名番号

デイサービス保護者会会長田尻　陽子１

勝田養護学校保護者河野　珠美２

知的障害者相談員佐藤　貞紀３

身体障害者相談員北原　良男４

身体障害者相談員宇野　正記５

身体障害者相談員吉成美智子６

民生委員（会長）
身体障害者福祉協議会会長

岸　　三男７

民生委員（身体・知的事項別委員長）河野　　進８

民生委員（身体・知的事項別副委員長）神永　悦子９

幸の実園　施設長村上　光榮１０

東海村障がい者地域生活自立支援ネットワーク
（NPO）まつぼっくり　理事長

大串　　稔１１

ひたちなか地域家族会副会長田所トシ子１２

NPOドリームたんぽぽ　代表理事中村　朋子１３

障害者センター長高槌　　誠１４

ヘルパーステイション管理者小林由美子１５
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３　東海村独自の障がい者を対象とした補助について

　村独自に行ってきた各種助成制度や手当てについては，以下のとおりです。

助 成 金 額対 象 者助成制度及び手当の名称No

４，０００円／月在宅の心身障がい者（児）
東海村心身障害者（児）
福祉手当

（１）

全額○身体障害者手帳の申請者

診断書料助成（２）
半額

○精神障害者保健福祉手帳
及び通院医療費公費負担
の申請者

上限５，０００円／回
４８枚／年（一般）
１４４枚／年（透析）

重度心身障がい者
通院時タクシー利用料金
助成

（３）

上限６００円／日
障がい者
（身体，知的，精神）

障害者・精神障害者交通費
助成

（４）

５０，０００円／年
（平成１７年度まで，２５，０００円）

在宅の重度障がい者在宅重度障害者介護慰労金（５）

上限４，０００円／月自立支援医療及び手帳申請者精神障害者医療福祉助成金（６）

１）東海村心身障害者（児）福祉手当 【１７年度決算額　１９，３９６千円】
　在宅の重度心身障がい者（児）の方に，月額４，０００円を支給
＊身体障害者手帳１・２級（２０歳未満の場合，３級及び４級の一部も含む）
＊療育手帳◯Ａ ，Ａ（２０歳未満の場合，Ｂも含む）
　受給者　４０９名

２）診断書料助成 【１７年度決算額　身体５９３千円，精神１１７千円】
　身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療を申請するために必要
な診断書の費用の助成をする。
＊身体障害者手帳の申請をする方………全額
＊精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療の申請をする方………半額
　助成件数　身体８１件，精神７０件，合計１５１件

３）通院時タクシー利用料金助成 【１７年度決算額　３３６千円】
　重度の心身障がい者が通院のために居宅と保険医療機関との間にタクシーを利用し
た場合，１回５，０００円を限度にタクシー料金の半額を助成する。
（年間４８回，透析治療者は年間１４４回）
＊身体障害者手帳１～３級
＊療育手帳◯Ａ ，Ａ
＊精神保健福祉手帳１・２級
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４）障害者・精神障害者交通費助成 【１７年度決算額　身体６３５千円，精神７８０千円】
　障がい者（身体・知的）及び精神障がい者が社会復帰施設等に通所するための交通
費を助成する。自宅から施設までの往復に要した交通費（鉄道旅客運賃相当分）を，
通所日数に応じて，１日当たり６００円を限度に助成する。
　利用者　身体・知的　延べ１０９件，精神　対象者１８名

５）在宅重度障害者介護慰労金 【１７年度決算額　１００千円】
　寝たきりの状態にある方，または日常生活の大半を家族などの介護に頼らなければ
ならない，６４歳までの身体障害がい者等を在宅で介護する方に対し，年額２５，０００円の
慰労金を支給する。
　対象者　４名

６）精神障害者医療福祉助成金 【１７年度決算額　８５９千円】
　自立支援医療受給者証または，精神障害者福祉手帳の交付を受けている者で，通院
または入院に係る医療費の自己負担分　月額４，０００円を限度に助成を行う。
対象者　８３名

　１７年度決算額合計　２２，８１６千円
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養護学校等卒業状況 （平成１７年８月３１日現在）

累　計計
特殊学級勝田養護

学　年卒業年度
人　　数人　　数

２２－２高３１７

５３－３高２１８

７２－２高１１９

７７０７小　　計

９２１１中３２０

１１２１１中２２１

１６５３２中１２２

１６９５４小　　計

２９１３１１２小６２３

３４５３２小５２４

４１７２５小４２５

４２１１－小３２６

４３１１－小２２７

４７４２２小１２８

４７３１２０１１小　　計

４７４７２５２２合　　計

障害児学級

計言　　語情　　緒知　　的区　　　分

８３１４白方小学校

４０３１村松小学校

４００４舟石川小学校

４０４０石神小学校

３００３東海中学校

２００２東海南中学校

２５３８１４計




